
 

別表 

 

措 置 要 件 措   置 

１ 有資格者又はその役員等が、暴力団員で

あると認められるとき   

 

 左の認定をした日から２年を経

過し、かつ改善されたと認められ

るまで  

２ 有資格者又はその役員等が、自己、自社

若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員を利用するなどしている

と認められるとき 

左の認定をした日から１年を経

過し、かつ改善されたと認められ

るまで 

  

 

 

 
３ 有資格者又はその役員等が、暴力団又は 

暴力団員に対して、金銭、物品その他の財 

産上の利益を不当に与えたと認められる 

とき 

 

４ 有資格者又はその役員等が、暴力団又は

暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社

会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき 

 

５ 有資格者又はその役員等が、下請契約、

資材・原材料の購入契約又はその他の契約

に当たり、その相手方の入札参加資格の有

無にかかわらず、前各号の規定に該当する

者であると知りながら、当該契約を締結し

たと認められるとき 

 

 

 

 


